
大分大学理工学部先端技術・ＧＸ研究センター規程 

                                                          

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 制 定 

                                                           令和６年理工学部規程第４号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，大分大学理工学部（以下「本学部」という。）のグリーントランスフォーメ

ーション（以下「ＧＸ」という。）実現の地域拠点として，カーボンニュートラル，省エネルギ

ー化等に関する研究の展開を図り，持続可能な社会の実現を目指すとともに，イノベーション

創出に向けた学内外との連携及び地域貢献に寄与するために設置する大分大学理工学部先端技

術・ＧＸ研究センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（業務） 

第２条 センターは，次の各号に掲げる業務を行う。 

（１） ＧＸ実現に関わる研究及び技術開発に関すること。 

（２） ＧＸ実現に関わる学内外との連携及び地域貢献に関すること。 

（３） センターの運営に関すること。 

（４） センターの事業の推進に関すること。 

 （５） その他先端技術・ＧＸ研究センターの組織及び運営に関し必要な事項 

 
（構成） 

第３条 センターは，次の各号に掲げる者をもって構成する。 

（１） センター長 

（２） 副センター長 ２人 

（３） センター教員 若干人 

（４） その他センター長が必要と認める職員 

２ 前項第４号の委員は，センター長が指名する。  
３ 前項の委員の任期は３年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 第２項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（センター長） 

第４条 センター長は，本学部の教授のうちから，大分大学理工学部企画運営会議の推薦に基づ

き，学部長が指名する。 

２ センター長は，センターの業務を総括する。 
３ センター長の任期は，３年とする。ただし，再任を妨げない。 
４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（副センター長） 

第５条 副センター長は，本学部の教員のうちから，第７条に規定する大分大学理工学部先端技

術・ＧＸ研究センター運営委員会の推薦に基づき，学部長が指名する。 

２ 副センター長は，センター長の命を受け，その職務を補佐し，センター長が欠けたとき，又

は事故があるときは，その職務を代行する。 

３ 副センター長の任期は３年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（センター教員） 

第６条 センター教員は，本学部の教員のうちから，センター長の推薦に基づき，学部長が指名

する。 

２ センター教員は，第２条に規定する業務を行うとともに，センターの管理運営上の調整を行



う。 

３ センター教員の任期は３年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ センター教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

（運営委員会） 

第７条 センターの運営に関する事項を審議するため，大分大学理工学部先端技術・ＧＸ研究セ

ンター運営委員会（以下「運営委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（部門） 
第８条 センターに，次の各号に掲げる部門を置く。 

（１） ＧＸコア部門 
（２） 地域環境化学研究部門 

（３） 都市・地域環境研究部門 
（４） 地域連携・ＤＸ推進部門 

２ 前項各号の部門に関し必要な事項は，別に定める。 

 

（事務） 

第９条 センターに関する事務は，理工学部事務部総務係において処理する。 

 

 （雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 
 


